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参考資料-1  第三者被害の防止

1.1   剥落防止対策 

1.1.1 対策の基本 

橋梁における第三者被害予防措置要領（案）に準拠するものとし、跨線橋や跨道橋のようにコ

ンクリート片の剥落により第三者被害を与える可能性がある場合に適切な剥落防止を施すものと

する。 

①桁下を道路が交差する場合

②桁下を鉄道が交差する場合

③桁下を公園あるいは駐車場として使用している場合

④接近して側道または他の道路が平行する場合

【解 説】

剥落防止対策は、当該橋梁の関係者以外の第三者（公衆）に対する生命、身体および財産に関する

危害、迷惑を防止するために実施する。

基本的には既設コンクリート構造物のかぶりコンクリートの劣化による剥落を防止することが主

であるが、高力ボルトの遅れ破壊による脱落、付属物の部材についても必要な対策を実施しなければ

ならない。

高力ボルトの遅れ破壊については、1.2に記載する。

一般に対象範囲は「設計施工マニュアル（案）［道路橋編］平成 28 年 3 月」に準拠するが、詳細

は桁下管理者との協議によりすること。

ふ角 75 度については「建設工事公衆災害防止対策要綱（平成 5 年１月）」の第 14 章高所作業第

101（落下物に対する防護）に規定される落下物に対する防護の範囲が準用されている。 

参考 図 1.1. 1 剥落防止を施す範囲 
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1.1.2 補修工法 

剥落防止工法の要求性能はかぶりコンクリートの押し出しに対する変形追従性能とうきコンク

リートの重量を支える力学的性能を有していなければならない。 

 供用予定期間中に想定しうる劣化因子の侵入を防止できるものとする。 

【解 説】 

 剥落防止対策は一般に表面被覆と同じ工程で行われるが、塗布工程の際に強度と変形追従性能を

もたせるため、現場でエポキシ樹脂系接着剤などを、各種連続繊維シート、ネットに含侵してコンク

リート表面に貼り付け、剥落防止層を形成するものである。 

 また、 近では剥落防止性能を有する新材料、新工法の開発が進んでいるため、連続繊維シートを

用いずに同様な剥落防止層を形成するものもあるため、対象部位、施工条件に合わせて工法を選定す

るとよい。剥落防止工の要求性能については「設計要領第二集［橋梁保全編］」 

 

 剥落防止対策にあたっては、既設のコンクリートの劣化部を適宜補修したうえで実施しなければな

らない。また、活荷重による振動の影響を受ける鋼橋 RC 床版、塩害地域等の環境条件が厳しい箇所

においては、特に維持管理方法を検討のうえ、別途保護層の性能等を考慮するものとする。 

 剥落防止対策実施にあたっては、上面からの水分供給の遮断および水抜きパイプを設置する

などの措置を行い、滞水しないように配慮しなければならない。 
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１）張り付け接着形シート工法の例

 工場制作したラミネートシートをコンクリート構造物に接着する工法。他の工法に比べ施工

工程が少ないため、急速施工が必要な場合に採用される場合が多い。

２）塗料タイプの例 

 シート等を使用せず樹脂塗料により剥落防止効果もたせた工法。塗料をコテ仕上げで施工す

るため、複雑な形状にたいしても施工性が良い。 

３）透明タイプの例 

 透明な樹脂材により施工後の視認性を確保した工法。透明であるため将来的に劣化の進展が

確認でき、水蒸気透過性も高い。水分供給が多い箇所やコンクリート部材の損傷が懸念される

場合で採用される。 

参考 写 1.1. 1 接着系シート工法 
参考 写 1.1. 2 施工状況

参考 写 1.1. 3 塗料タイプの設置例 参考 写 1.1. 4 塗料タイプ接写 

参考 写 1.1. 5 透明タイプの設置例① 参考 写 1.1. 6 透明タイプの設置例② 
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1.2  高力ボルトの遅れ破壊 

1.2.1 損傷の特徴 

 高力ボルト締め付け時の導入ボルト軸力により静的な高い引張力が継続的に加えられている状

態で、ある時間経過した後に、外見上ほとんど変形することなく、突然、ねじ部切欠きや腐食ピ

ットなどの応力集中部から、ぜい性的な破壊を起こす現象。 

 以下に示す条件下で多く発生している。 

 

 ①強度区分が F11T 以上 

 ②製造時期が 1971 年から 1977 年まで 

 ③ねじ部、ボルト首下部などの応力集中部 

 ④環境条件として漏水などによる腐食の影響を受けやすい環境、内部が湿潤状態である閉断面

の橋脚など 

 ※道路橋補修補強事例集(2012 年版) 平成 24年 3月、社団法人 日本道路協会 

 

  道路橋定期点検要領 平成 26年 6 月 損傷評価基準 

c；一群あたり本数の 5%未満 

    e；一群あたり本数の 5%以上                

【解 説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 写 1.2. 1 ボルトの脱落及びボルトの破断 参考 写 1.2. 2 高力ボルト（F11T）使用状況
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1.2.2 損傷原因 

 遅れ破壊の原因は現在のところまだ十分に解明されていないが、その発生条件としては、材料

強度が高いこと、微視的な意味をも含めて表面に応力集中部があること、水素を含む環境下にあ

ることなどであるといわれている。一般に主たる原因としては、鋼材中の水素あるいは腐食反応

で生じた水素の一部が鋼材中に侵入して生ずる、水素ぜい弱性破壊といわれている。 

 

1.2.3 工法検討にあたっての調査 

 ボルトのゆるみ確認調査は、点検用ハンマーを用いた「たたき点検」により、熟練者の感覚

で判定する方法と、超音波探傷器を用いてボルトの先端または頭から探傷し、反射エコーの高

さによって損傷の有無を判定する方法がある。 

【解 説】 

 ①たたき点検について 

ボルトを点検用ハンマーでたたいて、感触や音、振動などに異常がないかを確認する調査であ

る。この点検は非常に簡便であるが、損傷を直接調査する方法ではないことから、ゆるみと割れ

の区別が困難であり、結果が点検者の技量に左右されるため、経験者が行う必要がある。 

 

 ②超音波探傷試験 

超音波による調査は、超音波探傷器を用いてボルトの先端または頭から探傷し、反射エコーの

高さによって損傷の有無を判定する。①に比べ、作業効率は低いが、精度および信頼性が高い方

法である。 

 

 

参考 写 1.2. 3 超音波探傷試験作業状況 
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1.2.4 補修工法 

１） 補修範囲

 補修範囲は、既存図面、現地詳細調査などに基づき決定する。ただし、下記のいずれかを選択し

てもよい。ただし、第三者被害が想定される場合については、落下防止対策と併用すること。 

（１）損傷ボルトのみ取り替える。 

（２）損傷ボルトが発生した連結板単位で取り替える。 

（３）損傷ボルトと同じロット群のボルトを取り替える。 

【解 説】 

高力ボルトの損傷は一か所に多数集中する場合と、少数の損傷の場合がある。

●集中して多数の損傷ボルトが発見された場合、あるいは設計上余裕のない連結部で欠損による影

響が大きい場合には速やかに補修を行う必要がある。

●設計上余裕のある連結部で損傷ボルト本数が少なく、連結部への影響が小さい場合には、補修の

必要性も含めて補修範囲を検討すること。

 損傷が発生した連結部は、各種要因を総合的に検討し取替え範囲を決定する必要があるが、一応の

目安として下記に示す考えにより取替えてもよい。

①橋桁一連、または橋脚一基で１本のみしか損傷ボルトが存在しない場合、周辺のボルトに異常

がない場合には、経過観察、または再塗装工事などの補修時期に合わせて損傷ボルトのみを取

替えてもよい

②損傷ボルトが同一連結板内で複数発見された場合には、同一ロットの遅れ破壊を起こしやすい

ボルトと考えられるので、連結板単位で取替えるのが望ましい。

③複数個の損傷ボルトが、同一橋桁や同一橋脚内の異なった連結板で発見された場合には、損傷

が発見された同一ロットのボルトを取替えることが望ましい。

④同一橋桁や同一橋脚内で、複数のロットから損傷ボルトが発生した場合で、特に通行者や車両

等の第三者に対して障害を及ぼす危険性のある橋桁や橋脚については、橋桁一連、橋脚一連単

位ですべての F11T を交換するのが望ましい。

 交換することが施工、コストの面で著しく不合理となる場合には、損傷部のボルトを交換す

るとともに、落下防止対策を行って経過観察を行うこと。ただし、設計上余裕のない連結部で

欠損による影響が大きい場合には耐力照査を実施すること。
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 ２） 設計一般 

高力ボルトの損傷が発見された場合は、損傷ボルトを S10T または F10T の高力ボルトに取り替え

ることを原則とする。 

F11T から S10T または F10T へ取り替える場合は、ボルトの許容力が約 5%低下するため、継手部

の設計照査を行い、許容応力度を満足していることを確認しなければならない。 

基本的な考えは、「高力ボルト補修要領（案）Ｈ6.5 首都高道路公団」を参考にしてもよい。 

【解 説】 

 F11T の摩擦接合高力ボルトの許容力は、１ボルト１摩擦面あたり、5.09tf/本（Ｍ22）である。こ

れに対し、現行道路橋示方書における F10T の許容力は 4.82tf/本（Ｍ22）である。このため、そのま

ま F10T のボルトに取り替えると道路橋示方書の許容力を超える場合があるが、F11T は遅れ破壊の

危険性を有するので、S10T または F10T に取り替えることを原則とし、F11T は使用しないこととし

た。 

 

参考 表 1.2. 1F11T と F10T の比較 

 呼び 
設計ボルト軸力 

Ｎ（tf） 

許容力 

（摩擦接合１面） 

ρa（tf/本） 

Ｆ１１Ｔ Ｍ２２ 21.62 5.09 

Ｆ１０Ｔ Ｍ２２ 20.48 4.82 

ρa（Ｆ１０Ｔ）／ρa（Ｆ１１Ｔ）＝ 0.95 

 

 

参考 写 1.2. 4 遅れ破壊したボルト 
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 ３） 取替え方法 

（１）一般 

 １）高力ボルトの取替えは、原則として１本ずつ抜き取り、１本ずつ締め付けるものとする。 

 ２）継手の複数の連結板のボルトを取替える場合には、連結板１面ごとに取替え作業を行うこと。

 ３）橋軸直角方向同一断面の複数の主桁継手を取替える場合には、継手ごとに取替作業を行うこ

と。 

 

（２）取替え順序 

   ボルトの取替え順序は次の通りとする。 

・主として軸方向力を受ける継手：桁、梁のフランジが該当する。先ず、添接板の片側の中央のボルト列

を取替え、次に中央の列から両方の列へ交互に取り替える。 

・主として曲げを受ける継手：桁、梁の腹板が該当する。先ず、腹板の中央のボルト列を取替え、次に中

央の列から上下の列へ交互に取り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

 （１）について 

  １）複数のボルトを取替える場合には、１本ずつ取替え、締め付けることを原則とする。 

    これは取替えボルトにスムーズに応力が移転するよう考慮してのことである。 

  ２）継手の複数の連結板について同時取替えは行わないこととする。 

  ３）橋軸直角方向同一断面の複数の主桁継手について同時取替えは行わないこととする。 

 

 （２）について 

    各ボルトにおける摩擦力の負担が平均化し、かつ施工性を考慮して取替順序を定めている。 

 

※高力ボルト補修要領（案）〔平成 6年 5 月〕 首都高道路公団 保全施設部より 

軸力

軸力

③列 
①列 
②列 

ｎ 

ｎ 

③①② 

列

①列の順序 ②ボルトの順序 

(a)主に軸力を受ける部位

ｎ ｎ 
③
① 
② 

曲
げ
応
力 

(b)主に曲げを受ける部位 

参考 図 1.2. 1 高力ボルトの取替え手順 
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４） 対策工の例

１）落下防止ネット設置事例

 第三者被害範囲全面に落下防止ネットを設置し、万が一脱落した場合でも桁下への落下を防

止する対策である。施工が容易で面的に落下を防止できるため効果が高いが、補修時に取り外

す必要があるなど、維持管理面で注意が必要である。

２）落下防止キャップ取り付け事例

 剥落する恐れのあるボルト・ナットに一連でつながったキャップを取り付けることで、桁下へ

の落下を防止する対策。施工が容易で部分的な対策であるため維持管理性は高いが、ボルトが破

断した場合、一次的な落下は防止できるが破断ボルトの撤去が必要となるなど注意が必要である。

ボルトの落下が局部的で比較的落下の恐れが低い場合に用いられる。

３）高力ボルト交換事例

F11T ボルトを F10T に交換する対策。床版と一体化している上フランジボルトは落下防止キ

ャップで対応する。ボルトの破断範囲が大きく、引き続き落下の恐れがある場合の恒久対策と

して実施される。

参考 写 1.2. 5 落下防止ネット設置事例 

参考 写 1.2. 6 落下防止キャップ取り付け事例 

参考 写 1.2. 7 高力ボルト交換事例 
上フランジはキャップ取り付け
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【資料－2　塩害対策】
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参考資料-2  塩害対策

2.1   適用範囲 

（１）東北地方整備局が管理する一般国道の既設コンクリート橋の凍結抑制剤による塩害劣化

について適用する。 

（２）鋼橋におけるコンクリート部材（床版など）についても参考とすることが出来る。

【解 説】

本内容は、スパイクタイヤの使用禁止により凍結抑制剤の散布量が増大し、その結果としてコンク

リート橋における塩害が顕在化している状況を踏まえ、凍結抑制剤が原因となって生じる塩害の補修

及び予防保全への目的として作成された「凍結抑制剤によるコンクリート橋の塩害に関する維持補修

の手引き」の抜粋である。

なお、塩害に関するマニュアルとして「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）：平成

16 年 3 月：国土交通省道路局国道・防災課」や「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）：平成 20 年 4 

月：橋梁塩害対策検討委員会」などについては、凍結抑制剤による塩害は適用の対象外となっている

が、その内容を充分吟味した上で参考とすることができる。

参考 図 2.1. 2 凍結抑制剤散布郎分布(Ｈ18～Ｈ23 実績) 

0 
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25,000 
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量
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）

凍結抑制剤
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ｽﾊﾟｲｸﾀｲﾔ禁止

参考 図 2.1. 1 凍結抑制剤散布量の推移 
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2.2   損傷の特徴 

既往調査では、凍結抑制剤による塩害劣化は、凍結抑制剤を含んだ融雪水による水掛かりのある

箇所で顕著であることが確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】凍結抑制剤（塩化物イオン）の供給経路 

 ●水掛かり 

   路面排水の水が掛かりが見られる箇所で塩害損傷が顕著であった。また、塩化物イオ

ン含有量が多い（深さ 0～20mm の位置で 大 18kg/m3程度）ことが確認さている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地覆からの水回り 伸縮装置からの漏水 

スラブドレーンからの水掛かり 

橋台部 橋台部 掛け違い部 

参考 図 2.1. 3 水掛かり位置のイメージ 

桁側面の水掛かり 
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2.2.1 劣化が生じやすい部位

 各橋梁について、凍結抑制剤による塩害が生じやすい部位について把握しなければならない。 

【解 説】

凍結抑制剤により塩害が生じる部位や範囲は概ね明らかとなっているので、各橋梁につ いて、そ

れら部位の有無や状況を把握しなければならない。

把握するための機会は、定期巡回、定期点検、補修設計、補修工事等が考えられる。これらの機会

を活用し、その状況を記録するのがよい。

各種の塩化物イオン量試験（ドリル法、近赤外分光法など）の結果から、凍結抑制剤に塩化物イオ

ンが付着・浸透しやすい箇所は、路面からの路面水掛かかりやすい箇所と一致していることが確認さ

れている。

以下にその具体的な箇所を示すが、これ以外の部位でも凍結抑制剤による塩害が生じなることがあ

るので、それを見落とさないように注意すべきである。
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 1）桁端部（横桁、床版を含む） 

桁端部は伸縮装置から凍結抑制剤の塩分を含んだ漏水が付着しやすく、 も塩害の生じや

すい箇所である。特に縦断勾配の大きな橋では、桁端部に多量の排水が集中する傾向が考え

られるため特に注意が必要である。縦断勾配が一様である場合（太鼓状でない場合）は、土

工区間に散布された凍結抑制剤が多量に流れ込んでくる恐れもあるため、縦断勾配の高い側

の桁端を軽んじてはならない。

端横桁の無い T 桁の場合には、床版下面への回り込みもあるため、この点をおろそかに

してはならない。

  2）外桁（耳桁） 

路面の横端勾配により、路面排水は路肩に流れ込む。冬季においては、路肩部に除雪・飛

散により堆積した凍結抑制剤を含む雪が地覆を超えて外桁表面を流れることで塩化物を供

給する。そのため、外桁（特に外側側面と桁下面）に表面での塩化物イオン量が多い計測結

果が得られている。

勾配 

除雪・飛散により堆積し 
た雪水（凍結抑制剤含む） 

地覆からの水の 
回り込み 

主桁に回り込ん
だ橋面水が付着

橋台部 橋台部 掛け違い部 

伸縮装置からの漏水 排水管の導水不良 

外桁の損傷が進行 

地覆（雪堤）からの水回り

桁端の損傷が進行 

勾配 

参考 図 2.2. 1 凍結抑制剤による塩害が生じやすい部位 
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  3）上下線分離橋や拡幅部等の構造目地 

基本的には外桁と同様の現象であるが、上下線分離の中央分離帯や拡幅部において、目地

材を介して接触している場合は、目地材の防水機能不良により路面水の漏水が生じる。構造

目地では湿潤となりやすく、長期期間にわたり凍結抑制剤を含んだ路面水が供給されるため、

塩害を促進しやすい。 

一見、外桁に見えないため注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4）排水管周り 

排水施設の不備により凍結抑制剤を含んだ路面水が橋梁部材に掛かることで塩害を生じ

るケースが見られる。よく見られる事例を以下に列記する。 

・排水管の長さ不足により、路面排水が橋体に掛かる。 

・排水管の破損により、路面排水が橋体に掛かる。 

・排水ますの土砂詰りにより、路面に滞水が生じ床版上面に凍結抑制剤を含んだ路面水が

浸透する。 

・排水ますの取付不良により、後打ちコンクリートから路面水の漏水が生じる。 

 

   

   

 

 

 

 

参考 写 2.2. 1 構造目地からの漏水により塩害が生じた事例 

参考 図 2.2. 2 構造目地により塩害が生じやすい部位の例 

 

参考 写 2.2. 2 排水管の破損事例 
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2.2.2 構造・形状特性 

各々の橋梁について形式、形状などの構造的な特徴を確認し、凍結抑制剤による塩害が生じやすい

部位を予め把握するのがよい。 

  個々の橋梁の構造特性により、凍結抑制剤による塩害が生じやすい部位は異なるため、それらを把

握した上で、現状把握に取り組むのがよい。 

  特にかぶりによる影響が大きいので、場所打ち桁、現場製作桁、場所打ち部材にはとくに注意が必

要である。 

 

  コンクリート橋の構造・形式による特徴は以下のとおりである。 

 

（1）鉄筋コンクリート橋 

・床版橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・T 桁橋 
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・中空床版橋

（2）プレストレストコンクリート橋（PC 橋） 

・プレテンション方式床版橋（I 桁橋） 

・プレテンション方式中空床版橋（ホロー桁橋）
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・プレテンション方式 T 桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポストテンション方式 T 桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポストテンション方式箱橋 
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2.3   塩害の劣化過程 

  塩害の劣化過程は、潜伏期、進展期、加速期、劣化期の 4段階で評価する。 

  塩害の劣化過程はコンクリート標準示方書維持管理編（土木学会 2013 年制定）に準じたものであ

る。同示方書によれば、塩害の劣化過程は次のように定義されている。 
参考 表 2.3. 1 各劣化過程の定義 

劣化過程 定義 期間を決定する主要因 

潜伏期 
鋼材の腐食が開始するまでの期間 塩化物イオンの拡散、初期含有塩

化物イオン濃度 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひびわれ発生までの期間 鋼材の腐食速度 

加速期 腐食ひびわれの発生により腐食速度が増大する期間 ひびわれを有する場合の鋼材の

腐食速度 劣化期 腐食量の増加により体力の低下が顕著な期間 

   

さらに、RC、PC について構造物の劣化過程と外観上の劣化状態を次に様に定義されている。 
参考 表 2.3. 2 塩害を受ける RC 構造物の劣化過程と外観上の劣化状態 

劣化過程 劣化の状態 

潜伏期 外観上の変状が見られない、腐食発錆限界塩化物イオン濃度以下 

進展期 外観上の変状が見られない、腐食発錆限界塩化物イオン濃度以上、腐食が開始 

加速期前期 腐食ひびわれやうきが発生、錆汁が見られる。 

加速期後期 
腐食ひびわれの幅や長さが大きく多数発生、腐食ひびわれの進展に伴うかぶりコンク

リートの部分的な剥離･剥落が見られる、鋼材の著しい断面減少は見られない。 

劣化期 
腐食ひびわれの進展に伴う大規模な剥離・剥落が見られる、鋼材の著しい断面減少が

見られる、変位・たわみが大きい 

 
参考 表 2.3. 3 塩害を受ける PC 構造物の劣化過程と外観上の劣化状態 

劣化過程 劣化の状態 

潜伏期 外観上の変状が見られない、腐食発錆限界塩化物イオン濃度以下 

進展期 外観上の変状が見られない、腐食発錆限界塩化物イオン濃度以上、腐食が開始 

加速期前期 PC 鋼材以外の腐食に起因したひびわれやうきが発生、錆汁が見られる。 

加速期後期 PC 鋼材に沿う部分的なひびわれやうきが発生、錆汁が見られる。 

劣化期 
腐食ひびわれの進展に伴う剥離・剥落が見られる、PC 鋼材の断面減少が見られる、曲

げひびわれが発生、変位・たわみが大きい 

   

劣化過程と鉄筋位置での塩化物イオン量との関係を次のように設定した。 
参考 表 2.3. 4 塩害劣化過程別塩化物イオン量設定値 

塩害劣化過程 鉄筋位置の塩化物イオン量（kg/m3） 

潜伏期 0～1.2 

進展期 1.2～2.2 

加速期～劣化期 2.2～ 
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「2013 年制定 コンクリート標準示方書 維持管理編」（土木学会 コンクリート委員会）に示され

ている塩害の劣化過程と外観上の劣化グレードの関係を下表に掲載する。なお、外観上のグレードⅠ

とⅡは、鋼材の腐食開始の有無によるため、外観の観察のみでは区別できない。

参考 表 2.3. 5 塩害を受ける鉄筋コンクリート構造物の外観上のグレードと劣化の状態 

構造物の外観上のグレード 劣化過程 劣化の状態

グレードⅠ 潜伏期 外観上の変状が見られない、腐食発生限界塩化物イオン濃度以下

グレードⅡ 進展期 外観上の変状が見られない、腐食発生限界塩化物イオン濃度以上、

腐食が開始

グレードⅢ-1 加速期前期 腐食ひび割れや浮きが発生、さび汁が見られる

グレードⅢ-2 加速期後期 腐食ひび割れの幅や長さが大きく多数発生、腐食ひび割れの進展に

伴うかぶりコンクリートの部分的な剥離・剥落が見られる、鋼材の

著しい断面減少は見られない

グレードⅣ 劣化期 腐食ひび割れの進展に伴う大規模な剥離・剥落が見られる、鋼材の

著しい断面減少が見られる、変位・たわみが大きい

参考 表 2.3. 6 塩害を受けるプレストレストコンクリート構造物の外観上のグレードと劣化の状態 

構造物の外観上のグレード 劣化過程 劣化の状態

グレードⅠ 潜伏期 外観上の変状が見られない、腐食発生限界塩化物イオン濃度以下

グレードⅡ 進展期 外観上の変状が見られない、腐食発生限界塩化物イオン濃度以上、

腐食が開始

グレードⅢ-1 加速期前期 PC 鋼材以外の腐食に起因したひび割れや浮きが発生、さび汁が見

られる

グレードⅢ-2 加速期後期 PC 鋼材に沿う部分的な腐食ひび割れや浮きが発生、さび汁が見ら

れる

グレードⅣ 劣化期 腐食ひび割れの進展に伴う剥離・剥落が見られる、PC 鋼材の断面

減少が見られる、曲げひび割れが発生、変位・たわみが大きい

参考 図 2.3. 1 塩害劣化過程と維持管理の概念図 

資料2-10



2.4   工法検討にあたっての調査 

凍結抑制剤による塩害が生じやすい部位については、現地踏査において塩害劣化が生じていないか、

可能な範囲で確認しなければならない。 該当する部位は、「2.2.1 劣化が生じやすい部位」を参照する

こと。凍結抑制剤による塩害劣化は水に起因したものが多いため、水の供給経路を詳細に把握するこ

とが重要である。塩害の疑いが見られた場合には、詳細調査を同時に行うことが望ましい。 調査項

目を以下に示す。かぶりが小さいと劣化因子（塩化物イオン、酸素、水）の侵入が容易となり劣化進

行が速くなること、および比較的簡便に把握できることから、上部工に路面排水による水掛かりがあ

る橋梁については、非破壊によるかぶり調査を行うことを原則とする。

参考 表 2.4. 1 鉄筋調査項目 

確認項目 方法※） 作業時間 

（目安） 

備考 

かぶり ◎ 電磁波レーダ法

or 電磁誘導法 

10 分/箇所 ・竣工検査でかぶりが確認されてい

る橋梁や、漏水、漏水跡、水掛かり

が見られない橋梁は対象外

・外桁 2 箇所を基本とする（上り側、

下り側）。

塩化物イオ

ン含有量

試験

○ ドリル法

(深さ方向 3 試料) 

1 時間/箇所 特に予防保全が必要な橋梁で実施。

それ以外の橋梁では、散布量が多く

かぶりが小さい場合等必要に応じ実

施可否を検討。

鉄筋腐食度

調査

△ はつり調査 2 時間/箇所 ・塩分量試験結果から、鉄筋位置の

塩分量が腐食発生限界を超えている

ことが確認された場合に実施。

・中性化試験も合わせて実施

以下に詳細調査位置例を示す。詳細調査は も路面排水による水掛かりがある箇所で実施すること

を原則とする。一般的には伸縮や地覆からの水回りがかかる外桁の桁端塩分量が多い傾向があるため、

そのような箇所でまずかぶりを測定するのが良い。

橋台部 橋台部掛け違い部 

伸縮装置からの漏水 排水管の導水不良 

外桁の損傷が進行

地覆（雪堤）からの水回り 

桁端の損傷が進行

勾配 

勾配 

詳細調査位置 

除雪・飛散により堆積し 
た雪水（凍結抑制剤含む） 

地覆からの水の 
回り込み 

主桁に回り込ん
だ橋面水が付着

表面に粗さが見られる場合の例 

・触ると表面がざらざら、デコボコしている

（1mm 程度以上の凹凸がある） 

・モルタルペーストがはがれて骨材が露出
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2.5   補修工法 

  補修工法は、予防保全及び事後保全の各目的を明確にしてから検討、選定する。 

（1）予防保全は、劣化要因の侵入防止を主な目的とする。また、凍害との複合劣化に留意し 

て検討を行う。 

（2）事後保全は、劣化部分の除去と劣化要因の侵入防止を目的とし、予防保全を含めた対策 

とする。 

【解 説】  

対策は、予防保全と事後保全に分けられる。予防保全は、損傷が顕在化していない場合に、塩害が生じ

やすい部材・部位に対して行うものとする。また、事後保全を行う場合は、塩害による損傷が顕在化している

部材・部位に対して補修等の対策を行うとともに、塩害が生じやすい箇所については、塩害による損傷が顕

在化していなくても、事後対策と同時に予防保全を行うことを原則とした。 

 

凍結抑制剤の散布により、橋梁の上部工に塩害による損傷が生ずる主な原因として、ジョイントからの漏水

や高欄からの水回りが考えられる。コンクリートに水と塩分の供給されることが、塩害劣化の発生及び進行を

助長させる原因である。 

したがって予防保全対策は劣化要因のうち水及び塩分の浸入防止を目的とした。予防保全対策としては、

伸縮装置の非排水化や壁高欄目地の止水、側道橋と本橋の止水、張出床版の水切りの設置などがある。な

お、水や塩分が供給される環境では、凍害による劣化も発生しやすいことが想定される。凍害によるスケーリ

ングが発生すると、コンクリート表面の吸水により表層部の塩分量が多くなり塩害劣化が促進される可能性が

ある。また、凍害により中性化が進行することにより、表層部の塩化物イオンが内部に濃縮し塩害が促進され

るのみならず、中性化が鉄筋付近まで到達した場合には、不動態被膜の破壊が進み鉄筋腐食が進行するこ

とが懸念される。 

 一方、事後保全対策は、塩害により損傷が顕在化した部位・部材に対して行うものである。塩害の損傷程

度により補修対策は異なるが、基本的な考え方は次のようである。塩分が浸透したコンクリートを除去すること、

鉄筋の錆を除去すること、鉄筋の防錆処理を行うこと、母材コンクリートと同等以上の材料で断面修復するこ

とである。詳しくは、「東北地方における道路橋の維持・補修の手引き（案）」または、「塩害対策橋梁維持管

理マニュアル（案）」などを参照することとした。また、事後保全対策を行う際には、塩害による損傷が顕在化

していない部材・部位に対して予防保全を同時に行うことがより確実に塩害対策を行うこととなる。次頁に対

策工法を整理したものを示す。 
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参考 表 2.5. 1 凍結抑制剤に対する塩害対策工法 

方針 対策工法※） 備考 

日常管理で実施

すべき内容 

排水桝の清掃 年 1 回程度実施が望ましい。 

排水管・ｽﾗﾌﾞﾄﾞｰﾝの流末処理  

路面の凹凸補修  

橋座面の土砂除去 年 1 回程度実施が望ましい。 

高耐久舗装材の採用※1） 必要に応じ実施。適用する場合にはブラスト

処理等を行い、付着を確保する。 

桁端部、外桁の洗浄※2） 特に重要度の高い橋梁等で橋座面の土砂

除去に合わせて実施をするのが望ましい。 

水の供給の遮断 水切り設置  

床版防水設置  

伸縮装置の非排水化 必要に応じ桁遊間止水工法の適用を検討 

地覆目地部止水  

排水管の交換（VP 管） 腐食が見られる場合に実施。 

コンクリート表面

か らの 水 分 の 侵

入防止・抑制 

表面被覆 かぶりが小さい場合、表面に粗さが見られる

場合等に必要に応じ実施。 

表面含浸材塗布 〃 

ひび割れ補修 腐食ひび割れには適用不可。 

鉄筋腐食抑制 亜硝酸リチウム※3） 表面に塗布する工法、断面修復材やひび

割れ注入材に混入する方法等がある。 

電気防食  

劣化部除去・修復 断面修復 ・加速期以降に実施する場合は鉄筋裏まで

はつり、鉄筋のケレン、防錆処理を行う。 

・鉄筋背面からの塩分の再拡散による鉄筋

腐食が懸念される場合は、必要に応じ犠

牲陽極、亜硝酸リチウム使用） 

補強 鋼板接着等 塩害により耐荷力が低下しており、更新が困

難な場合に実施 

更新 上部工架替え  

 

※１） 適用する場合にはブラスト処理等を行い、付着を確保する。 

※2）コンクリート橋の洗浄については、既往文献（資料編添付）で効果があった事例と無かった事例が報告

されおり、洗浄を主目的にするのではなく、必要に応じ橋座の土砂撤去に合わせて実施するのが望まし

い（結抑制剤散布が終了した春先の実施が効果的)。 

※3）北陸自動車道等で効果が検証された実績はあるが東北地整管内での使用実績はほとんどなく、技術

的には未確立な部分もあるため適用にあたっては十分な検討を要する。 
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なお、RC 橋と PC 橋では、構造や劣化特性が以下のように異なるため、それらのことに留意して補修工法

を検討する必要がある。 

【潜伏期～進展期（腐食ひび割れ発生前）】 

 一般に RC に比べて PC のほうが、コンクリートの水セメントが小さく緻密なコンクリートが使用されており、コ

ンクリート中に塩分が浸透しにくい（見かけの拡散係数が小さい）ことから、潜伏期～進展期の期間は PC の

方が長いと考えられる。ただし、PC でもひび割れ発生部は、RC のひび割れ発生部と同様、塩分の侵入が容

易となるため、潜伏期～進展期の期間は短くなると考えられる。 

【加速期～劣化期（腐食ひび割れ発生後）】 

 腐食ひび割れ発生以降は、劣化因子（塩分、酸素、水）の侵入が容易となるためコンクリート中の鋼材の腐

食が加速度的に増加する。RC に比べて PC 鋼材は高強度であり、同一腐食量でも PC の方が部材の力学的

性能への影響が大きい。また、鋼材の腐食が進行するとプレストレス減少により部材の力学的性能が急激に

低下する。以上のことから、加速期以降の劣化進行速度（部材の性能低下）は PC の方が大きいと考えられ

る。 

【PCの対策実施上の留意点】 

 PC の場合、コンクリートには供用期間中常時プレストレスが作用しているが、はつり等を行った場合、応力

が解放され、断面修復を実施しても元の状態には戻らない。そのため、PC ではつりや断面修復を行う際は

部材の力学的性能への影響を十分考慮した上で行う必要がある。 

PC 橋の断面修復の際の留意点については、「プレストレストコンクリート構造物の補修の手引き

（案）[断面修復工法] 平成 21 年 9 月／社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会」に

記載されており参考とするとよい。 

PC の方が加速期以降急激に耐荷力が低下すること、および断面修復ははつりによる応力解放等の影響

が懸念され加速以降の対策工法は制約が多いこと等を踏まえ、基本的にはRCよりPCの方が対策優先度が

高いと評価する。 

以上を踏まえ、RC 橋、PC 橋の塩害劣化過程別の対策工法選定例を次項に示す。 
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【参考】補修が必要なひび割れ幅設定根拠 

「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」には、「期待延命期間」と「環境条

件」に応じた要補修基準が示されている。「期待延命期間」は「20 年以上」、「環境条件」

は「塩害・腐食環境下」とすると、要補修と評価されるひび割れは、「0.2mm より大き

いひび割れ」が対象となる。以上より、安全側の評価として、「0.2mm 以上のひび割れ」

を補修が必要なひび割れとする。 

 

【参考】表面粗さの有無 

H25 年度の東北地整管内における塩化物イオン含有量試験結果から、表面の凹凸 1mm 以

上の箇所で表面塩化物イオン含有量が著しく多い傾向が確認されたため、表面お凹凸 1mmを

閾値とした。 

 

 

◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 更新 ◎ 更新

△
ひび割れ補修

※4） ○
ひび割れ補修※

4）
○

ひび割れ補修
※4） ◎ 断面修復※３）

(劣化部除去)
断面修復

△
表面被覆工or
表面含浸工

○
※2）

表面被覆工or
表面含浸工

○
表面被覆工or
表面含浸工

○ 電気防食 補強

△ 断面修復※3）

（塩分除去）
○ 断面修復※3）

（塩分除去）
水の供給遮断

△
亜硝酸リチウム

塗布

◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 水の供給遮断 ◎ 更新 ◎ 更新

△
ひび割れ補修

※4） ○ ひび割れ補修※

4）
○

ひび割れ補修
※4） ○ 断面修復※３）

(劣化部除去)
断面修復

△
表面被覆工or
表面含浸工

○
※2）

表面被覆工or
表面含浸工

○
表面被覆工or
表面含浸工

△ 電気防食 補強

△
亜硝酸リチウム

塗布
△

亜硝酸リチウム
塗布

水の供給遮断

△ 断面修復※3）

（塩分除去）
※１）◎：主工法として適用すべき工法

　　　○：主工法に次いで適用性の高い工法

　　　△：構造物の劣化状態等に応じて適用を検討する工法

※２）かぶりが30mm以上でかつ表面粗さが無い（凹凸1mm未満）の場合は「△」とする。

※4）幅0.2mm以上の初期ひび割れを対象（塩害・中性化（鉄筋腐食）・ASR）に起因したひび割れは除く。

※5）加速以降の対策については、橋梁の規模によっては、補修・補強を繰り返すより更新した方がLCCが小さくなる場合もあるた
め、LCCの比較検討を行った上で対応を決定する必要がある。

※３）塩分浸透範囲、コンクリート劣化部ははつりにより除去・断面修復するのが望ましいが、多大な手間と費用を要し、構造安定
性への影響にも留意が必要であるため、橋梁の重要度、施工性、構造安定性に影響を及ぼす影響を十分検討した上で断面修復
の要否・深さ等を設定する必要がある。残留塩分による影響が懸念される場合は亜硝酸リチウムや犠牲陽局の使用を検討する。

進展期
構
造

劣化期

R
C

P
C

◎

水の供給を止めても
20年以内に進展期に

到達する

水の供給を止めた場
合20年以内に進展

期に到達しない

潜伏期

計画的な予防保全※1） 事後保全+予防保全※1）

◎

前期 後期
加速期※5）

参考 表 2.5. 2 塩害劣化過程別の対策工法選定例
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凍結抑制剤を含んだ水の吸水防止対策工法としては参考 表 2.5.3 に示す 2 工法の中から、要求性能、

施工性、費用等を考慮し選定する。下記工法の検討にあたっては、表面保護工法設計施工指針（案）を参

考にするとよい。なお、スケーリングやポップアウトなど凍害による劣化が確認される場合には、塩化物イオン

浸透状況だけでなく、中性化深さも確認した上で 適な補修工法を選定する必要がある。 

参考 表 2.5. 3 凍結抑制剤を含んだ水の吸水防止対策工法選定結果 

工法 材料 適用性 備考 

効果 

（塩害・凍

害・中性

化） 

施工性 費用 

（直工） 

表面被覆工法 有機系 ◎ ○ ○ 

(11 千円/m2)※1） 

設計施工マニュアル

記載工法 

表面含浸工法 － ○ ◎ ◎ 

(6 千円/m2)※2） 

凍害が進行している

場合は要検討 

※1）「住宅・社会資本の管理運営技術」国総研資料 

※2）NETIS-HR-060004-V  

表面含浸工法は、供用環境に応じて下表を参考に適切な材料を選定する。 

参考 表 2.5. 4 条件別の表面含浸工法の使い分けの基本的な考え方 

含浸材料 適用条件 備考 

シラン系 側面等水が流下するような部位 スケーリング、表面に粗さが

見られる場合には適用可否

について検討を要する。 

ケイ酸塩系 水が常時滞水する部位 同上 

 なお、予防保全対策の基本は水の供給を遮断することであるが、進展期に達した状態（鉄筋が腐食

を開始しているが腐食ひび割れは発生していない）だと、水の供給を止めても鉄筋位置塩分量が発錆

限界に達しているため、塩害が進行する可能性がある。そのため、抜本的な対策としては、断面修復

により鉄筋位置の塩化物イオンを除去するが、電気防食を適用する必要があり、大掛かりな対策とな

る。比較的簡便な対策で塩害の劣化進行を止める方法としては、次頁に示すような亜硝酸リチウムを

活用する方法が考えられる。ただし、技術的には未確立な部分もあるため、十分な検討を行った上で

適用する必要がある。 
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参考 表 2.5. 5 亜硝酸リチウムを活用した補修工法例 

工法 概要図 写真例 

断 面 修 復

工法 

はつり面や鉄筋表面に亜硝酸リチウム含有ペーストを塗布したのち、ポリマーセメント

モルタル（必要に応じ亜硝酸リチウム混入）で断面修復を行う。 

表 面 被 覆

工法 

表面の下地処理後、浸透拡散型亜硝酸リチウムを塗布・含浸させ、その後亜硝酸リ

チウム含有ペーストの塗布後、高分子系浸透性防水材で上塗りを行う。 

ひ び 割 れ

注入工法 

ひび割れに亜硝酸リチウムを先行注入し、乾燥しないうちに超微粒子セメント系注入

材を本注入する。注入作業は自動低圧注入器を使用する。 

亜硝酸イオ

ン 内 部 圧

入工法 

ひび割れを補修した後、小径（φ10mm、L=100mm 程度）削孔を行い、そこから亜硝

酸リチウムを加圧注入しコンクリート内の鉄筋周辺に浸透させる。 
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2.6   設計における留意点 

  設計の際には、以下の事項を留意して対策工を選定する。 

（1）予防保全を実施すべき範囲と工法を明確にする。 

（2）事後保全は、損傷が顕在化している部材・部位の範囲を特定して、事後保全の工法を選定

する。また、損傷が顕在化している部材・部位の周辺については、塩分が浸透している範

囲を把握した上で、対策工を選定する必要がある。 

【解 説】 

予防保全対策は、塩害による損傷が顕在化していない部材・部位を対象とすることから、コンクリ

ート表面に損傷が現れていない場合が多い。この場合、桁橋や張出床版に水回りがある箇所などを対

象に水回りや塩分の侵入を防止する対策を行うこととなる。この際、予防保全対策を実施すべき範囲

については、桁端や張出床版の側面・下面を対象とするが、個々の橋梁で対象範囲が異なることから、

予防保全を実施すべき範囲については、個別の橋梁の水回り状況を考慮して決定することとした。 

 また、長大橋のように対策範囲が大きくなる場合には、個別の橋の水回り・塩分付着状況を必要に

応じて調査し、考慮したうえで適切な対策範囲を設定する必要がある。 

 事後保全対策は、塩害による損傷が顕在化している部材・部位、すなわちコンクリート表面のひび

割れやうき・鉄筋露出などの損傷の範囲を明確にしたうえで対策を実施することが必要である。 

この際、塩分が浸透している範囲を把握したうえで、対策工を選定する必要がある。塩分が浸透し

ている部分を残して、損傷が顕在化している箇所のみを補修すると、補修部分と未補修部分の境界で

マクロセル腐食が生ずる可能性がある。これは、コンクリート中に塩分が浸透している場合に多く見

られる現象であることから、補修範囲の検討については、上記事項の考慮が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 図 2.6. 1 対策範囲の概要 
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 次頁以降に T 桁橋、床版橋の対策範囲例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水切り設置範囲 

  

表面被覆 or表面含浸工（点線部はかぶりが 30mm 未満の場合、表面に粗さが見られる場合等に実施） 

 

伸縮装置の非排水化 

地覆目地補修 

3ｍ※） 3ｍ※） 

排水管交換 

  

スラブドレーンの排水管への導水 

水切り設置 

床版防水設置 

表面被覆 or表面含浸工（点線部はかぶりが 30mmm 未満の場合 or表面に粗さが見られる場合等に実施）

 

※）過去の詳細調査（近赤外線分光法）より、伸縮装置からの漏水の流下の影響により橋台前面より支間中央側においても

塩分量が高い傾向が確認された。 大で桁端から 3ｍ程度の個所まで伸縮装置からの影響を受けている可能性があるこ

とからその範囲について対策を実施することを基本とした。ただし、既往文献では、塩分浸透範囲は桁端から 1～2m

の範囲である 

伸縮装置の非排水化 

地覆目地補修 

 
床版防水（地覆まで立ち上げる） 

 

 

端部（A-A 断面） 

A 

A B 

B 

 
床版防水（地覆まで立ち上げる） 

 

 

支間部（B-B 断面） 

表面被覆 or表面含浸工 

表面被覆or表面含浸工（かぶり30mm未満or表面に粗さが見られる場合） 

点線部は、表面被覆が困難（塩分が浸透しており被覆

すると劣化進行の確認が困難になる場合等）な場合、

縦断勾配が大きく縦断方向への漏水の流下が懸念さ

れる場合等に実施 

参考 図 2.6. 2 対策範囲設定例(Ｔ桁橋) 
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水切り設置 

床版防水設置 

表面被覆 or表面含浸工（点線部はかぶりが 30mmm 未満の場合 or表面に粗さが見られる場合等に実施）

伸縮装置の非排水化 

地覆目地補修 

伸縮装置の非排水化 

地覆目地補修 

床版防水設置 
水切り設置 

床版防水（地覆まで立ち上げる）

水切り設置 

床版防水（地覆まで立ち上げる）

水切り設置 

端部（A-A 断面） 

支間部（B-B 断面） 

表面被覆 or表面含浸工（点線部はかぶり 30mm 未満 or表面に粗さが見られる場合）

排水管交換 

スラブドレーンの排水管への導水 

A

A B 

B 

水切り設置 

表面被覆 

（エポキシ系）

排水管 

スラブドレーン 

水切り設置 

表面含浸工（シラン系） 

参考 図 2.6. 3 対策範囲設定例(床版橋)
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2.7   施工における留意点 

  施工の際には、予防保全及び事後保全の効果が発揮できるように施工する。 

（1）予防保全は、確実に水回りや塩分の侵入を防ぐよう留意する。 

（2）事後保全は、損傷部分を確実に除去し、再劣化が起こらない工法とし、損傷部分の状況を

記録することとする。 

（3）予防保全及び事後保全ともに、漏水跡がある場合は可能であればこれを除去する。漏水跡

の除去前と除去後の状況を確実に記録する。 

【解 説】 

予防保全対策及び事後保全対策を実施する際の留意点を以下に示す。 

 予防保全対策は、確実に水回りや塩分の侵入を防止するための施工を行うことが必要である。また、

事後保全対策は、塩害により生じた損傷部分を確実に除去し、再劣化が起こらないように施工するこ

とが必要である。また、施工時の損傷部分の状況、塩分が浸透したコンクリートの除去後の状況、鉄

筋の腐食状況、錆の除去後の状況、断面修復状況、断面修復後の状況などを写真などに記録すること

が重要である。 

 また、予防保全及び事後保全ともに、対象範囲に漏水跡がある場合には、これを除去することとし

た。これは、対策を行った後にその効果を把握するために、対策を行う時点でコンクリート表面をや

すり等で削り取り、漏水跡を除去することとした。 
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【資料－3　中空床版橋のボイド管異常】
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参考資料-3  中空床版のボイド管異常

3.1  損傷の特徴 

（１）中空部上面側はコンクリート打設時のボイド管の浮き上がりにより、版厚不足となり、ボイ

ド管上面の床版部のひび割れ、舗装面のひび割れ・ポットホールが生じる。 

 さらに損傷が進行した場合、抜け落ちに至る可能性がある。 

（２）ボイド管内の滞水により、ボイド管内部の腐食・欠損、上床版コンクリートの劣化による舗

装のひび割れ・ポットホールが生じ、（１）と同様、抜き落ちの可能性がある。 

また、下床版においても、ひび割れ、漏水・遊離石灰等の変状が生じる。 

【解 説】

 中空床版橋特有の現象として、施工時に中空部形成のために設置する円筒型枠（以下、ボイド管）

の浮き上がりや変形の問題がある。浮き上がりや変形はコンクリート打設時から硬化するまでの間、

ボイド管には側圧がかかるだけではなく、浮力が作用することで発生する。浮力に対する浮き上がり

防止対策として固定バンドが設置されているが、スランプの大きいコンクリートを使用したり、１回

の打設高を高くしすぎると浮力が急激に作用し、固定バンド、ボルトの破損によりボイド管の浮き上

がりが生じると考えられている。

国土交通省土木工事共通仕様書では「円筒型枠に関する記載」として、平成 7 年度以降では「請

負者は円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装置を

設置しなければならない」との記載がある。また、平成 12 年 12 月付 道路工事課長 事務連絡「中

空床版橋の施工および管理における注意事項について」では、この問題と浮き上がり防止の対策につ

いて通知されている。このため、それ以前に施工された中空床版橋について注意が必要である。

中空床版の構造

コンクリート打設状況

円筒型枠

ボ
イ

ド
管

か
ぶ

り
厚

舗
装

厚

鋼製ボイド管

As舗装 上面鉄筋

解説 図 3.1.1 中空床版の概要 

解説 図 3.1.2 コンクリート打設時の浮力によるボイド管浮き上がりのイメージ 
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（１）について

ボイド管の浮き上がりが生じた場合には、ボイド管が上面鉄筋を押し上げることで、鉄筋のかぶり

不足や、床版部分の部材厚が不足することから活荷重に対する耐荷力が不足し、床版にひび割れや極

端な場合には抜け落ちが生じることもある。

（２）について

 橋面防水層が未設置、または防水機能が喪失していること、ボイド管に対する水抜きパイプが未設

置である場合、橋面から浸透した水は、逃げ道がなく内部に滞水することになる。

 積雪寒冷地である東北地方では、凍結抑制剤を含む橋面水がボイド管内に滞水することで、ボイド

管の腐食、凍結融解の繰り返し作用によりボイド管上下面のコンクリートの劣化が懸念される。

 損傷が進行すると、ボイド管上面では舗装のひび割れ、ポットホールなどの異常、下面ではひび割

れ、漏水・遊離石灰、変色が目立つようになり、床版の抜け落ちにまで至る恐れがある。

解説 図 3.1.3 ボイド管浮き上がりのイメージ 

解説 写真 3.1.2 ボイド上面舗装の異常 解説 写真 3.1.3 ボイド下面床版の異常 

解説 写真 3.1.4 ボイド管の変形、滞水 解説 写真 3.1.5 ボイド管の腐食・欠損、

解説 写真 3.1.1 陥没事例 
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3.2  ボイド管異常の調査 

 中空床版橋特有の調査箇所として、ボイド管の浮き上がり、沈下、変形を確認する。 

 特に浮き上がりによる床版部材厚が薄くなっている場合には構造性能への影響が無視できない

ことが多い。 

【解 説】 

 １）電磁波レーダによる非破壊検査 

   電磁波レーダとラインセンサカメラを搭載した測定車により、舗装下の床版上部の状態とボ

イド管の浮き上がりを非破壊で調査を行うものである。時速 40km/h 程度で測定でき、交通規制

が不要であるため、広範囲で面的な調査を実施することができる。 

電磁波は橋梁舗装面に発信されると、アスコン層と床版の境界や床版内部の鉄筋等、電気的

性質（材料）の異なる境界で反射する特性を利用し、舗装厚、ボイドかぶり厚を計測する。 

比較的短期間で広範囲の調査が可能であるため、ボイド管の概ねのかぶり厚が把握できるこ

とから一次スクリーニングとしての調査に利用できる。 

降雨直後では含水に伴う比誘電率の違いが探査精度に影響する（直後は滞水により異常を過

大に検出する可能性がある）場合があるため、留意する必要がある。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 3.2.1 測定車の例 

床版上面

鉄 筋

鋼製ボイド管

ボイド管異常

（浮き上がり）

舗装厚80mm

レーダーによる計測値

コンクリート
かぶり厚

70mm

ボイド管かぶり設計値 230mm

舗装上面

アスファルト舗装 ｔ=80mm

上面鉄筋かぶり ｔ=53mm
(設計値)

解説 図 3.2.2 レーダ調査結果の例 
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表層（t=5cm）

防水工（塗布系）

基層（t=3cm）

部分防水工（塗布系）舗装復旧

※舗装構成は現況と

合わせる。

２）舗装開削調査 

 電磁波レーダ調査等により、床版上面厚が所定の厚さ以下である可能性がある場合、床版上面

を直接確認する方法として、舗装開削調査が挙げられる。開削調査では主に以下の調査を実施し、

床版上面コンクリートの健全性を確認する。開削範囲はボイド管の径、浮き上がりの範囲を考慮

して決定する。調査実施後は、復旧後の水分の侵入を抑制するために部分防水工を実施すること。 

①近接目視確認：ひび割れ、陥没など床版抜け落ちの前兆となる損傷がないか確認を行う。必

要に応じて水はり確認を行う。 

②打音検査 ：陥没に直結するボイド管のうきが生じていないか確認する。 

③かぶり調査 ：ハンディレーダ装置、または手押し式の電磁波レーダ機器を用いて詳細なか

ぶり計測を行う。 

また、床版上面にクモの巣状のひび割れや、陥没の兆候が見られるうきなどの損傷が確認され

た場合の対応を事前に検討しておかなければならない。 

例として補修工事実施までの応急処置としての仮設敷鉄板の設置が考えられる。 

応急処置方法の案を解説 図 3.2.6に示す。

解説 図 3.2.6 応急処置方法例(参考) 

解説 写真 3.2.1  

ハンディレーダ装置 
解説 写真 3.2.2 手押し式 

電磁波レーダ 

解説 図 3.2.5  

かぶり調査結果(参考) 

ボイド管φ550～700

As

舗装部分撤去
(0.7m×2.0m 程度)

0.7m

解説 図 3.2.3 舗装部分撤去例 解説 図 3.2.4 復旧方法例 

表層（t=5cm）

防水工（塗布系）

基層（t=3cm）

部分防水工（塗布系）舗装復旧

ボイド管φ550～700

As

舗装部分撤去（追加）
(片側各0.3m)

仮設鉄板

914×1829×19(22)

0.3m0.3m

※舗装構成は現況と

合わせる。
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３）ボイド管内部調査 

 橋梁下面にボイド管に関連すると見られる漏水や変色などの異常が確認された場合、ボイド管

内部の確認を行う。 

例として、CCD カメラ等により、ボイド管内部の調査を実施する方法が挙げられる。 

下面に水抜き孔が設置されている場合、床版下面から CCD カメラ等を用いて、ボイド管内部

の腐食、変形状況などを確認する。水抜き孔が設置されていない場合には、ボイド管内部に滞

水が生じている可能性が高いことから、床版上面から小径コアを削孔して確認する。 

解説 写真 3.2.3 先端可動式の CCD カメラの例 解説 写真 3.2.4 床版下面からの調査状況 

解説 写真 3.2.5 小径コアによるボイド管調査 解説 写真 3.2.6 ボイド管の変形状況 
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3.3  補修工法 

１）部分打換え工法

対象箇所を個別に補修する案。 

 異常が見られるボイド箇所を開削し、所定の床版厚を確保できる厚さでコンクリートを打ち換

えて補強する。作用荷重に対して必要な床版厚を確保して床版の損傷を回避する工法である。 

部分的な補修であり、死荷重増はわずかのため既設構造への影響は少ないが、上面の開削部か

ら型枠を設置する必要がある。部分打換え工法では、局部的な補修ではコンパネ型枠、比較的範

囲が大きい場合は発砲ウレタン型枠が用いられた事例がある。 

打換え部の床版下面を水平とした形状で補修を行った場合では、ボイド管上部が円形でなくな

ることによって、本来のアーチ効果が期待できず、通常の床版に近い耐荷性状となることに留意

する必要がある。 

２）上面増厚工法 

  床版上面を全面的に補修する案。 

 床版上面を面的に所定の床版厚を確保できる厚さで上面に増厚する。作用荷重に対して必要な床

版厚を確保して床版の損傷を回避する工法である。 

全面に対して補強を実施するため、潜在的な損傷の進行が回避できるため、抜本的な対策となる。 

  一方、死荷重増による上下部工への影響が大きく、さらに路面縦断の擦り付けや伸縮装置の交換

が必要となるため、施工規模が大きくなり高価となる。 

解説 図 3.3.1 発砲ウレタン型枠による打換え工法【参考図】 

解説 図 3.3.2 上面増厚工法 

既設鉄筋カット
但し、外側ボイド上は
張出床版鉄筋の定着長を確保する事

既設軸方向筋の撤去

※既設軸方向筋は鉄筋配置に支障するため撤去し、

撤去本数以上の鉄筋を上側に配置する事
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【資料－4　東北地方整備局管内の損傷傾向】
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Ⅱ
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Ⅳ
0.4%

参考資料-４ 東北地方整備局管内の損傷傾向

診断区分別の架設竣⼯年次別橋梁数の内訳

対策区分の内訳 診断区分の内訳
判定区分 判定の内容 

Ａ 損傷が認められないか，損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある。 

Ｃ１ 予防保全の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。 

Ｃ２ 橋梁構造の安全性の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。

Ｅ１ 橋梁構造の安全性の観点から，緊急対応の必要がある。 

Ｅ２ その他，緊急対応の必要がある。 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある。 

Ｓ１ 詳細調査の必要がある。 

Ｓ２ 追跡調査の必要がある。 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態[Ａ・Ｂ] 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態[Ｃ１・Ｍ] 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態[Ｃ２] 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態。[Ｅ１・Ｅ２] 

○東北地方整備局管内橋梁の現状○
建設のピークである高度経済成長期(1955年～1973年)に建設された橋梁が徐々に劣化し
始めている状況である。
・対策区分では「速やかに補修が必要な橋梁(5年以内)Ｃ１Ｃ２」の橋梁が65％を占める
・診断区分では「早期措置段階が17％」「予防保全段階が53％」となっている
Ｈ26Ｈ27点検橋梁約1、300橋のうち半数以上が修繕が必要な状況となっている

※平成26年度～平成27年度の直轄点検結果を分析（以降同様）

⾼度経済成⻑期
1955 1973
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d
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上
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発
生

確
率

４.１ 損傷傾向

４.１.１ 鋼橋上部工

１）鋼橋の上部工部材の損傷別の発生傾向・損傷原因
【対象】鋼橋上部工鋼部材のうち、「診断区分Ⅲ」の損傷を抽出。橋梁単位で集計

※同じ橋梁で「診断区分Ⅲ 」の損傷が複数ある場合は計上する
・劣化が顕著化している損傷は「腐食」「変形欠損」が多い傾向
・損傷原因は「防水・排水不良」が大半を占める

２）腐食が進行している部位の傾向
【対象】「腐食」が確認されている橋梁の部材を集計（腐食b～e）

・「腐食d」以上が確認される橋梁は桁端部に集中している傾向
・損傷は水掛かりのある外桁がやや多い傾向

ただし、風の巻き込みより飛来塩分(凍結抑制剤含む)は内桁に溜まるため注意

※損傷割合(腐食d以上の部材数／腐食b以上の部材数)
※点検調書(その7より集計)

※点検調書(その10)より集計

46%

38%

11%

2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

腐食 変形・欠損 亀裂 破断 その他

鋼橋上部工の損傷傾向

76%

5% 4% 3% 2% 2%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

防水・

排水工不良

疲労 材料劣化 製作・

施工不良

品質の

経年劣化

地震 その他の原因

損傷原因の内訳

外桁 外桁内桁 ※地山に接する桁や常時湿潤状態の箇所は
位置にかかわらず注意が必要

桁端部の腐⾷状況

桁端部
中間部

■平成26年度～平成27年度の直轄点検結果を分析（以降同様）
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鉄筋露出
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補強材の損傷

うき その他

鋼橋RC床版の損傷傾向

４.１.２ 鋼橋ＲＣ床版

１）鋼橋のＲＣ床版の損傷別の発生傾向・損傷原因
【対象】ＲＣ床版の損傷のうち、「診断区分Ⅲ」の損傷を抽出。橋梁単位で集計

※同じ橋梁で「診断区分Ⅲ 」の損傷が複数ある場合は計上する
・劣化が顕著化している損傷は「床版ひびわれ」「漏水・遊離石灰」が多い傾向
・損傷原因は「疲労」「防水・排水不良」が大半を占める

２）床版ひびわれと舗装の異常の関係（参考）
【対象】床版ひびわれの損傷程度ごとの舗装の異常が発生している割合を集計。

※橋梁単位で集計しているため、異常個所が必ずしも一致している訳ではない
・床版ひびわれの損傷が大きくなるにつれて舗装の異常の発生割合が大きくなる傾向

※点検調書(その10)より集計

舗装の異常
（⼟砂の噴き出し、舗装のうき）

舗装切削後の状況
床版上⾯の劣化

床版下⾯のひびわれ
漏⽔・遊離⽯灰

※点検調書(その10)より集計
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31%

14%

10%

1% 1% 3%
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20%

30%

40%

50%

60%

塩害 防水・

排水工不良

製作・

施工不良

凍害 衝突 地震 その他の原因

損傷原因の内訳

32%

22%
20%

17%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

剥離・鉄筋露出 ひびわれ うき 漏水・遊離石灰 その他

コンクリート橋上部工の損傷傾向

４.１.３ コンクリート橋上部工（PC橋、RC橋）

１）コンクリート橋の上部工部材の損傷別の発生傾向・損傷原因
【対象】コンクリート橋上部工のうち、「診断区分Ⅲ」の損傷を抽出。橋梁単位で集計

※同じ橋梁で「診断区分Ⅲ 」の損傷が複数ある場合は計上する
・劣化が顕著化している損傷は「剥離・鉄筋露出」が多い傾向
・損傷原因は「塩害」「防水・排水工不良」が多い

２）剥離・鉄筋露出、ひびわれが進行している部位の傾向
【対象】損傷が確認されている橋梁の部材を集計(ひびわれb～e)(剥離・鉄筋露出c～e)

・損傷は水掛かりのある外桁がやや多い傾向

※損傷割合(損傷程度d以上の部材数／損傷程度b以上の部材数)
※点検調書(その7より集計)

※点検調書(その10)より集計

外桁

除雪・飛散により堆積し
た雪水（凍結抑制剤含む）

地覆からの水の 
回り込み 

主桁に回り込ん
だ橋面水が付着

 
 

桁端部 中間部 桁端部

桁側⾯の⽔掛かりの劣化状況

※地山に接する桁や常時湿潤状態の箇所は
位置にかかわらず注意が必要
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13%

11% 11%
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50%

60%

凍害 塩害 防水・

排水工不良

製作・

施工不良

地震 乾燥収縮・

温度応力

その他の原因

損傷原因の内訳

４．1．４ 下部工

１）コンクリート橋の上部工部材の損傷別の発生傾向・損傷原因
【対象】下部工(コンクリート)のうち、「診断区分Ⅲ」の損傷を抽出。橋梁単位で集計。

※同じ橋梁で「診断区分Ⅲ 」の損傷が複数ある場合は計上する
・劣化が顕著化している損傷は「剥離・鉄筋露出」が多い傾向
・損傷原因は「凍害」が多い傾向

２）下部工部材別の損傷発生傾向
【対象】「診断区分Ⅲ」が発生している部材を部材別で集計。

・損傷は水分供給が多い桁端部の竪壁が多い傾向。

※「診断区分Ⅲ」が発見されている下部工部位
※点検調書(その10より集計)

※点検調書(その10)より集計

沓座コンクリートの剥離状況

32%

24%
22%

10%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

剥離・

鉄筋露出

ひびわれ うき 漏水・

遊離石灰

その他

下部工の損傷傾向

62%

14% 12%

7% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

竪壁 胸壁 梁部 翼壁 柱・壁部 その他

下部工部位別の損傷発生傾向

胸壁
（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ）

竪壁

胸壁
（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ）

竪壁

資料4-5



４.２ 点検結果からの着目点

４.２.１ 鋼橋、鋼橋ＲＣ床版の着目点

垂直補剛材欠損

＜垂直補剛材欠損箇所＞

δ 変形の有無を
確認

＜腐食による減肉箇所＞

主桁腐食

板厚減少

板厚を確認

板厚減少

１）鋼橋の桁端部
①支点付近の下フランジ、ウェブ → 減肉による欠損、亀裂発生のおそれ
②支点部の垂直補剛材 → 減肉・欠損によるウェブ変形のおそれ

２）ＲＣ床版
○舗装の異常（土砂の噴出は要注意）→ 床版コンクリートの劣化による陥没のおそれ

下フランジ・ウェブの減⾁、⽋損 垂直補剛材の減⾁、⽋損

舗装の異常（⼟砂噴出） 舗装の異常（部分補修部からの⼟砂噴出）

鋼橋の着⽬点
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４.２.２ コンクリート橋、下部工の着目点

 

橋台部 橋台部 掛け違い部 

伸縮装置からの漏水 

橋面からの飛散水

排水管の導水不良 

外桁の損傷が進行 

３）コンクリート橋の端部、側桁部
○凍害・塩害による剥離・鉄筋露出 → 鉄筋腐食により耐荷力低下のおそれ

４）下部工竪壁(沓座まわり)
○凍害・塩害による剥離・鉄筋露出 → 鉄筋腐食により耐荷力低下のおそれ

コンクリート橋・下部⼯の着⽬点

桁端部の漏⽔、剥離・鉄筋露出 側桁の漏⽔・遊離⽯灰

桁端部沓座の⽋損 桁端部沓座の⽋損
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４.２.３ 補修実施における着眼点

【鋼橋・コンクリート橋の予防保全対策】
●主桁などの主要部材の損傷は伸縮装置、排水管、舗装（防水工）といった付属物、

主要部材以外の不具合に起因
●主要部材以外の施設を積極的に補修を行うことで、主要部材を含めた橋全体の延命化

を図る

鋼橋の予防保全サイクル

コンクリート橋の予防保全サイクル

損傷進行に大きく影響

損傷進行に影響

損傷進行に大きく影響

損傷進行に影響

資料4-8



４.３ 凍結抑制剤散布量の影響【参考】

東北地方は面積の９割以上が積雪・寒冷地域に指定されており、日本海側、山地部等で
凍結抑制剤の散布量が多くなっており、年々増加傾向にある。

凡例
過去30年間の日平均気温
（12、1、2月の3か月）
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A M S2 B C1 C2

0%

0%

0%

0%

38%

36%

43%

38%

18%

26%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20t/km未満

N=224

20t/km以上

N=89

A S2 B C1 C2 E1

４.３.１ 部位別の損傷と凍結抑制剤散布量の関係

１）主桁；凍結抑制剤散布量と対策区分の傾向
【対象】「腐食」「変形・欠損」集計は１橋単位とし、主桁の部材の 悪値を採用

※「変形・欠損」については衝突、製作・施工不良を除く
・凍結抑制剤散布量が多い地域（20t/km以上）で劣化が多くなる傾向が見られる。

※側道橋を除く(以降同様)
※四捨五入の関係で合計値が100％とならない場合がある(以降同様)

E１C2；18%

C1以上；61%

２）鋼橋RC床版；凍結抑制剤散布量と対策区分の傾向
【対象】「床版ひびわれ」集計は１橋単位とし、RC床版の部材の 悪値を採用
・凍結抑制剤散布量が多い地域（20t/km以上）で劣化が多くなる傾向が見られる。

E1C2；28%

C1以上；64%

C2；
7%

C1以上；18%

C2；
11%

C1以上；29%
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３）コンクリート橋（PC・RC橋）；凍結抑制剤散布量と対策区分の傾向
【対象】「剥離・鉄筋露出」集計は１橋単位とし、主桁の部材の 悪値を採用

・凍結抑制剤散布量の差に顕著な差は見られないものの、20t/km以上で「C2」の割合が多く、
重大損傷のリスクが高まる傾向。

C2；
7%

C1以上；38%

４）下部工；凍結抑制剤散布量と対策区分の傾向
【対象】「剥離・鉄筋露出」集計は１橋単位とし、橋台竪壁、胸壁の部材の 悪値を採用
・凍結抑制剤散布量が多い地域（20t/km以上）で劣化が多くなる傾向が見られる。

C2；
10%

C1以上；35%

C1以上；22%

C1以上；31%

C2;2%

C2;3%
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４.３.２ 橋種ごとの凍結抑制剤と経年劣化の関係

1）鋼橋
凍結抑制剤散布量が20t/km以上では、20年経過後に「診断区分Ⅲ」が急激に増加する。
凍結抑制剤による塩分の影響を受けて劣化が急速に進行する傾向。
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凍結抑制剤散布量の違いと判定区分の違い（鋼橋）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2）コンクリート橋（PC・RC橋）
凍結抑制剤散布量が20t/km以上では、40年経過後に「診断区分Ⅲ」が増加する。
鋼橋に比べ劣化の進行は緩やかな傾向。
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【資料－5　既設橋梁の耐荷力照査実施要領(案)】



資料5-1



資料5-2



資料5-3



資料5-4



資料5-5



資料5-6



資料5-7



資料5-8



資料5-9



資料5-10



資料5-11



資料5-12



資料5-13



資料5-14



資料5-15



資料5-16



資料5-17



資料5-18



資料5-19



資料5-20



資料5-21



資料5-22



資料5-23



資料5-24



資料5-25



資料5-26



資料5-27



資料5-28



資料5-29



資料5-30



資料5-31



資料5-32

                                      




